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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手首に着用されて手首を保護する手首保護帯において、
　手首の外部をくるむ形態として手首に着用されるバンド本体と、
　前記バンド本体が手首に着用された状態で前記バンド本体に互いに対向するように配置
されて手首の一部領域をそれぞれ圧迫する圧迫パッドを含み、
　前記圧迫パッドによる圧迫領域以外は手首を圧迫しないように形成され、
　前記圧迫パッドは、前記バンド本体の一側に装着されて手首の橈骨部位を圧迫するよう
に形成される橈骨圧迫パッドと、前記バンド本体の他側に装着されて手首の尺骨部位を圧
迫するように形成される尺骨圧迫パッドを含み、前記バンド本体の長さ方向に一定区間移
動可能に装着され
　前記圧迫パッドの前記バンド本体についての接触面には、前記バンド本体の内部空間に
挿入されることができる挿入突出部が形成され、
　前記バンド本体には、前記挿入突出部が挿入収容されて移動できるようにパッド収容部
が形成され、
　前記パッド収容部の内部空間には、前記挿入突出部がかみ合った状態で外力によって移
動できるように移動ガイド部が形成される
　手首保護帯。
【請求項２】
　前記橈骨圧迫パッドの長さＬ１は、前記尺骨圧迫パッドの長さＬ２よりも長く形成され
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る請求項１に記載の手首保護帯。
【請求項３】
　前記橈骨圧迫パッドおよび尺骨圧迫パッドのうち、少なくともいずれか１つは、長さ方
向の中間部位で手首に接触する表面が凹面に湾曲した形態に形成される請求項１に記載の
手首保護帯。
【請求項４】
　前記圧迫パッドは、前記橈骨圧迫パッドおよび尺骨圧迫パッドの手首についての接触面
に着脱可能に結合される別の補助圧迫パッドをさらに含む請求項１に記載の手首保護帯。
【請求項５】
　前記橈骨圧迫パッドおよび尺骨圧迫パッドの手首についての接触面には、結合溝が形成
され、
　前記補助圧迫パッドの一面には、前記結合溝に挿入結合できる結合突起が形成され、
　前記結合溝と結合突起の結合を通じて前記補助圧迫パッドが前記橈骨圧迫パッドおよび
尺骨圧迫パッドに着脱可能に結合される請求項４に記載の手首保護帯。
【請求項６】
　前記補助圧迫パッドの結合位置を調節できるように、前記結合溝は、前記橈骨圧迫パッ
ドおよび尺骨圧迫パッドに長さ方向に沿って複数形成される請求項５に記載の手首保護帯
。
【請求項７】
　前記圧迫パッドは、革材質またはシリコーン材質で形成される請求項１ないし請求項６
のいずれか一項に記載の手首保護帯。
【請求項８】
　前記圧迫パッドは、前記圧迫パッドの内部に挿入されるジルコニウムまたはゲルマニウ
ム材質の健康補助具をさらに含む請求項７に記載の手首保護帯。
【請求項９】
　前記バンド本体は、弾性力を有するリング形状のバンド形態に形成されるか、または固
定手段を通じてリング形状に固定できる帯の形態に形成される請求項１ないし請求項６の
いずれか一項に記載の手首保護帯。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手首保護帯に関する。より具体的には、手首部位を全体的に圧迫せず、橈骨
部位および尺骨部位だけ圧迫させることにより、手首の保護機能を安定的に行うだけでな
く、手首の他の部位が圧迫されないため、血液の循環を妨げず、これにより、長時間着用
しても手のしびれや手が腫れるなどの副作用が発生しないため、便利に使用でき、手首の
橈骨部位および尺骨部位を圧迫する圧迫パッドの位置および厚さを使用者の必要に応じて
調節できるようにすることにより、使用者の身体条件や環境条件などに応じて最適の状態
に変更して使用できるため、より便利に使用できる手首保護帯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人体の腕を成す関節は、橈骨と尺骨によって腕首が形成され、８つの手根骨として手首
が形成され、回転、屈曲、伸展を可能にする５つの中手骨関節によって手のひらが形成さ
れ、多数の手指骨によって物体をつかむ機能を可能とする指が形成される。
【０００３】
　これらの関節群は、手で握ってする運動、または活動時に反復的かつ持続的な使いすぎ
によって傷害が発生し得、傷害の際には、治癒が完全にできないとともに持続的に痛みが
誘発される恐れがある。
【０００４】
　したがって、身体の手首に着用して前記の関節および骨を保護するようにする手首保護
帯が考案されて使用されてきた。
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【０００５】
　一般的に、手首保護帯は、肘保護帯、足首および腕首保護帯などとともに人々の弱い関
節部位に着用してこれらの関節部位を保護するものであって、各種競技をする運動選手や
作業をする作業者または遊びを楽しむ子供たちが安全のために着用する。
【０００６】
　従来の技術による一般的な手首保護帯は、手首部位をくるむバンド形態として形成され
、手首の外側面で、周りに沿って全体的に均一に手首部位を圧迫する形態として構成され
る。このような手首圧迫を通じて手首関節を保護し、過度に手首が挫けることを防止する
などの機能を行う。
【０００７】
　しかし、このような従来の技術による手首保護帯は、手首部位を全体的に均一に圧迫す
るため、長時間着用した場合、手首の動脈の血流がなだらかではなくなって手のしびれ現
象が発生するか、または手が腫れるなどの問題があり、このような手のしびれのような不
便さのため、運動中に手首保護帯を取り外したり、または着用しないなど、その活用度が
非常に制限的であり、これによって様々な運動や活動中に手首が安全に保護されず、負傷
危険に露出している実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、従来技術の問題点を解決するために発明したものであって、本発明の目的は
、手首部位を全体的に圧迫せず、特定部位だけ圧迫することにより、手首の他の部位が圧
迫されないため、血液の循環を妨げず、これによって長時間着用しても手のしびれや手が
腫れるなどの副作用が発生しないため便利に使用でき、その活用性も向上する手首保護帯
を提供することである。
【０００９】
　本発明の他の目的は、圧迫パッドを用いて手首の橈骨部位および尺骨部位だけを手首の
中心方向に圧迫させることにより、手のしびれや手が腫れるなどの副作用の発生を防止す
るとともに、手首の固定力を効果的に補うことができるため、手首が過度に挫けることを
防止でき、手首の痛症を緩和させることができるなど、手首の保護機能を安定的に行うこ
とができる手首保護帯を提供することである。
【００１０】
　本発明のまた他の目的は、手首の橈骨部位および尺骨部位を圧迫する圧迫パッドの位置
および厚さを使用者の必要に応じて調節できるようにすることで、使用者の身体条件や環
境条件などに応じて最適の状態に変更して使用できるため、より便利に使用できる手首保
護帯を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、手首に着用されて手首を保護する手首保護帯において、手首の外部をくるむ
形態として手首に着用されるバンド本体と、前記バンド本体が手首に着用された状態で前
記バンド本体に互いに対向するように配置されて手首の一部領域をそれぞれ圧迫する圧迫
パッドを含み、前記圧迫パッドによる圧迫領域以外は手首を圧迫しないように形成される
手首保護帯を提供する。
【００１２】
　このとき、前記圧迫パッドは、前記バンド本体の一側に装着されて手首の橈骨部位を圧
迫するように形成される橈骨圧迫パッドと、前記バンド本体の他側に装着されて手首の尺
骨部位を圧迫するように形成される尺骨圧迫パッドを含み得る。
【００１３】
　また、前記橈骨圧迫パッドの長さＬ１は、前記尺骨圧迫パッドの長さＬ２よりも長く形
成され得る。
【００１４】
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　また、前記橈骨圧迫パッドおよび尺骨圧迫パッドのうち、少なくともいずれか１つは、
長さ方向の中間部位で手首に接触する表面が凹面に湾曲した形態に形成され得る。
【００１５】
　また、前記圧迫パッドは、前記バンド本体の長さ方向に一定区間移動可能に装着され得
る。
【００１６】
　また、前記圧迫パッドの前記バンド本体についての接触面には、前記バンド本体の内部
空間に挿入されることができる挿入突出部が形成され、前記バンド本体には、前記挿入突
出部が挿入収容されて移動できるようにパッド収容部が形成され、前記パッド収容部の内
部空間には、前記挿入突出部がかみ合った状態で外力によって移動できるように移動ガイ
ド部が形成され得る。
【００１７】
　また、前記圧迫パッドは、前記橈骨圧迫パッドおよび尺骨圧迫パッドの手首についての
接触面に着脱可能に結合される別の補助圧迫パッドをさらに含み得る。
【００１８】
　また、前記橈骨圧迫パッドおよび尺骨圧迫パッドの手首についての接触面には、結合溝
が形成され、前記補助圧迫パッドの一面には、前記結合溝に挿入結合できる結合突起が形
成され、前記結合溝と結合突起の結合を通じて前記補助圧迫パッドが前記橈骨圧迫パッド
および尺骨圧迫パッドに着脱可能に結合できる。
【００１９】
　また、前記補助圧迫パッドの結合位置を調節できるように、前記結合溝は、前記橈骨圧
迫パッドおよび尺骨圧迫パッドに長さ方向に沿って複数形成され得る。
【００２０】
　また、前記圧迫パッドは、革材質またはシリコーン材質で形成され得る。
【００２１】
　また、前記圧迫パッドは、前記圧迫パッドの内部に挿入されるジルコニウムまたはゲル
マニウム材質の健康補助具をさらに含み得る。
【００２２】
　また、前記バンド本体は、弾性力を有するリング形状のバンド形態に形成されるか、ま
たは固定手段を通じてリング形状に固定できる帯の形態に形成され得る。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によると、手首部位を全体的に圧迫せず、特定部位だけ圧迫することにより、手
首の他の部位が圧迫されないため、血液の循環を妨げず、これによって長時間を着用して
も手のしびれや手が腫れるなどの副作用が発生しないため便利に使用でき、その活用性も
向上する効果がある。
【００２４】
　また、圧迫パッドを用いて手首の橈骨部位および尺骨部位だけを手首の中心方向に圧迫
させることにより、手のしびれや手が腫れるなどの副作用の発生を防止するとともに、手
首の固定力を効果的に補うことができるため、手首が過度に挫けることを防止でき、手首
の痛症を緩和させることができるなど、手首の保護機能を安定的に行うことができる効果
がある。
【００２５】
　また、手首の橈骨部位および尺骨部位を圧迫する圧迫パッドの位置および厚さを使用者
の必要に応じて調節できるようにすることで、使用者の身体条件や環境条件などに応じて
最適の状態に変更して使用できるため、より便利に使用できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施例による手首保護帯の形状を概略的に示した斜視図である。
【図２】本発明の一実施例による手首保護帯の構造を概略的に示した断面図である。
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【図３】本発明の一実施例による手首保護帯のバンド本体についての様々な形状を概略的
に示した図面である。
【図４】本発明の一実施例による手首保護帯の圧迫パッドについての様々な形態を概略的
に示した図面である。
【図５】本発明の一実施例による手首保護帯の圧迫パッドの移動構造を概略的に示した図
面である。
【図６】本発明の一実施例による手首保護帯の圧迫パッドの移動構造を概略的に示した図
面である。
【図７】本発明の一実施例による手首保護帯の補助圧迫パッドについての結合構造を概略
的に示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の好ましい実施例を添付された図面を参照して具体的に説明する。まず各
図面の構成要素に参照符号を付加することにおいて、同一の構成要素については、たとえ
他の図面上に表示されても、できるだけ同一の符号を有するようにしていることに留意す
べきである。また、本発明を説明することにおいて、係わる公知の構成または機能につい
ての具体的な説明が本発明の要旨を曖昧にすると判断される場合には、その詳細な説明は
省略する。
【００２８】
　図１は、本発明の一実施例による手首保護帯の形状を概略的に示した斜視図であり、図
２は、本発明の一実施例による手首保護帯の構造を概略的に示した断面図であり、図３は
、本発明の一実施例による手首保護帯のバンド本体についての様々な形状を概略的に示し
た図面であり、図４は、本発明の一実施例による手首保護帯の圧迫パッドについての様々
な形態を概略的に示した図面である。
【００２９】
　本発明の一実施例による手首保護帯１０は、使用者の手首Ｈに着用され、手のしびれの
ような副作用なしに手首を安定的に保護することができるものとして、バンド本体１００
と、圧迫パッド２００を含んで構成される。
【００３０】
　バンド本体１００は、手首Ｈの外部をくるむ形態として手首Ｈに着用されるものであっ
て、手首Ｈに着用することができる様々な形態に形成され得る。例えば、図１および図２
に示したように、弾性力を有する単純なリング形状のバンド形態に形成されるか、または
図３に示したように、面ファスナＴ１、Ｔ２のような別の固定手段を通じてリング形状と
して固定できる帯形態に形成され得る。この場合、その材質は、織物として適用され得る
。
【００３１】
　バンド本体１００が単純な帯形態として形成される場合、図３の（ａ）に示したように
、両端部位には、バンド本体１００がリング形状になるように両端を固定させることがで
きるメス面ファスナＴ１とオス面ファスナＴ２がそれぞれ形成され得、これを通じて使用
者によって便利にその長さを調節して使用できる。また、図３の（ｂ）に示したように、
バンド本体１００の一端部には、ストラップ輪１１０が形成され、他端部には、ストラッ
プ輪１１０にかかった状態で互いに結合できるようにメス面ファスナＴ１とオス面ファス
ナＴ２が形成されてリング形状に固定できる。
【００３２】
　もちろん、バンド本体１００は、これらの構成以外にも手首着用が可能な様々な形態と
して形成され得る。
【００３３】
　圧迫パッド２００は、バンド本体１００が手首Ｈに着用された状態でバンド本体１００
に互いに対向するように配置されて手首Ｈの一部領域をそれぞれ圧迫するように構成され
る。これらの圧迫パッド２００は、手首Ｈに密着することができるように革材質やシリコ
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ーン材質のような軟性材質として形成され得、手首Ｈの一部領域を圧迫できるように一定
の厚さを有するパッド形態にバンド本体１００の内側面に備えられる。
【００３４】
　これらの圧迫パッド２００は、バンド本体１００の一側に装着されて手首Ｈの橈骨Ｈ１
部位を圧迫するように形成される橈骨圧迫パッド２１０と、バンド本体１００の他側に装
着されて手首Ｈの尺骨Ｈ２部位を圧迫するように形成される尺骨圧迫パッド２２０を含ん
で構成され得る。
【００３５】
　このような構成によって、本発明の一実施例による手首保護帯１０は、バンド本体１０
０を手首Ｈに着用した状態で、圧迫パッド２００、より具体的には、橈骨圧迫パッド２１
０および尺骨圧迫パッド２２０によって手首Ｈの橈骨Ｈ１部位と尺骨Ｈ２部位が手首Ｈの
外側から手首Ｈの中心方向に向かって互いに対向して圧迫されるように構成される。
【００３６】
　このとき、手首保護帯１０は、圧迫パッド２００による圧迫領域の以外には手首Ｈが圧
迫されないように形成される。すなわち、圧迫パッド２００によって圧迫される部位以外
に、バンド本体１００によっては、手首Ｈが圧迫されないように構成される。圧迫パッド
２００の厚さ、バンド本体１００の手首Ｈをくるむ張力の大きさ、手首Ｈの外形などによ
ってバンド本体１００の一部領域が手首Ｈに接触することもできるが、この場合にも、バ
ンド本体１００が手首Ｈに単純に接触した状態であるだけで圧迫を加えず、たとえ圧迫が
加えられるとしても圧迫パッド２００による圧迫力に比べて非常に微々たる程度であるた
め、これは無視できる水準である。
【００３７】
　このように本発明の一実施例による手首保護帯１０は、圧迫パッド２００によって手首
Ｈの橈骨Ｈ１部位と尺骨Ｈ２部位が圧迫されるため、手首Ｈの固定力を補うことができて
手首Ｈが過度に挫けることを防止でき、手首の痛症を緩和させることができるなど、手首
の保護機能を安定的に行うことができる。このとき、圧迫パッド２００による橈骨Ｈ１部
位と尺骨Ｈ２部位の以外には手首Ｈの他の部位が圧迫されないため、血液の循環を妨げず
、これによって手のしびれや手が腫れるなどの副作用が発生しない。
【００３８】
　一方、圧迫パッド２００には、ジルコニウム（Ｚｒ）またはゲルマニウム（Ｇｅ）など
で形成される健康補助具３００が内部に挿入されることができ、これにより、手首部位に
ついての様々な健康補助効能を付加することができる。
【００３９】
　また、圧迫パッド２００は、図４に示したように、様々な形態に形成され得る。例えば
、図４の（ａ）に示したように、橈骨圧迫パッド２１０の長さＬ１が尺骨圧迫パッド２２
０の長さＬ２よりも長く形成され得る。腕を成す骨は、橈骨Ｈ１と尺骨Ｈ２があるが、手
首Ｈ部位には、これらの橈骨Ｈ１と尺骨Ｈ２が外部に突出している。橈骨Ｈ１が尺骨Ｈ２
よりも太く形成され、手首Ｈ部位でも、より広い範囲で突出領域を示す。橈骨圧迫パッド
２１０と尺骨圧迫パッド２２０は、それぞれ橈骨Ｈ１部位と尺骨Ｈ２部位を圧迫するよう
に形成されるが、橈骨Ｈ１部位が相対的に広い領域を占めるので、橈骨圧迫パッド２１０
の長さをより長く形成するのが橈骨Ｈ１と尺骨Ｈ２部位を圧迫するのに一層適し得る。
【００４０】
　また、手首Ｈ部位で、橈骨Ｈ１と尺骨Ｈ２の突出部位は、正確に互いに向かい合う対称
的な位置ではなく、多少ずれた位置に位置することになる。したがって、橈骨圧迫パッド
２１０と尺骨圧迫パッド２２０は、図４の（ｂ）に示したように、リング形状のバンド本
体１００の中心Ｃを通る中心ラインＬ１から互いにずれた位置に位置するように形成され
得る。すなわち、橈骨圧迫パッド２１０は、その中心Ｃ１がバンド本体１００の中心ライ
ンＬ１上に位置し、尺骨圧迫パッド２２０は、その中心Ｃ２がバンド本体１００の中心ラ
インＬ１から一定の角度θ位回転移動した状態に配置され得る。
【００４１】
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　また、圧迫パッド２００は、図４の（Ｃ）の示したように、長さ方向の中間部位で、手
首Ｈに接触する表面が凹面に湾曲した形態に形成され得る。すなわち、圧迫パッド２００
が均一な厚さに形成された場合、手首Ｈについての接触面がバンド本体１００の曲線ライ
ンと平行にＳ１ラインに沿って形成されるが、本発明の一実施例では、手首Ｈについての
接触面が凹面に湾曲した形態にＳ２ラインに沿って形成され得る。このように手首Ｈにつ
いての接触面が凹面に湾曲した形態に形成されることにより、圧迫パッド２００が手首Ｈ
にさらに密着することができ、手首Ｈの橈骨部位および尺骨部位をより安定的に圧迫する
ことができる。
【００４２】
　図５および図６は、本発明の一実施例による手首保護帯の圧迫パッドの移動構造を概略
的に示した図面である。
【００４３】
　本発明の一実施例による圧迫パッド２００は、図５および図６に示したように、バンド
本体１００の長さ方向に沿って一定区間移動可能に装着され得、これにより、圧迫パッド
２００の位置を調節できるため、使用者ごとに異なり得る橈骨および尺骨部位を正確に圧
迫することができる。
【００４４】
　バンド本体１００を手首Ｈに着用すると、圧迫パッド２００が互いに対向するように配
置されて手首Ｈの橈骨Ｈ１部位および尺骨Ｈ２部位を圧迫することになるが、このとき、
手首Ｈの形状、橈骨Ｈ１および尺骨Ｈ２の位置などは、人ごとに少しずつ異なる場合があ
るので、使用者によっては、圧迫パッド２００が正確な位置を圧迫していないことがあり
得る。
【００４５】
　したがって、使用者が圧迫パッド２００を自分に適合するように移動させて位置を調節
できるようにすることにより、正確な位置に圧迫パッド２００を位置させることができ、
これにより、橈骨Ｈ１および尺骨Ｈ２部位を正確に圧迫することができる。
【００４６】
　このような圧迫パッド２００の位置移動のために、圧迫パッド２００のバンド本体１０
０についての接触面には、バンド本体１００の内部空間に挿入されることができる挿入突
出部２３０が形成され得る。また、バンド本体１００には、挿入突出部２３０が挿入収容
されて移動できるようにパッド収容部１１０が形成され、パッド収容部１１０の内部空間
には、挿入突出部２３０がかみ合った状態で外力によって移動できるように移動ガイド部
１２０が形成される。このとき、バンド本体１００は、図５および図６に示したように、
内側膜および外側膜の２重膜の構造で形成され、内側膜と外側膜の間にパッド収容部１１
０が形成され、内側膜の中心部分には、パッド収容部１１０が開放されるように長さ方向
に沿って切開部１１１が形成され得る。挿入突出部２３０は、切開部１１１を介してパッ
ド収容部１１０に挿入収容され、パッド収容部１１０の内部に配置された移動ガイド部１
２０に沿って長さ方向に移動できる。移動ガイド部１２０の端の部分には、凹凸部１２１
が形成され、挿入突出部２３０は、凹凸部１２１とかみ合った状態で外力によって分割移
動するように構成され得る。
【００４７】
　このような構成によって使用者がバンド本体１００を手首Ｈに着用した状態で、圧迫パ
ッド２００を長さ方向に沿って押すか、または引いて位置を調節でき、これにより、正確
な橈骨部位および尺骨部位を圧迫することができる。
【００４８】
　図７は、本発明の一実施例による手首保護帯の補助圧迫パッドについての結合構造を概
略的に示した図面である。
【００４９】
　本発明の一実施例による圧迫パッド２００は、図７に示したように、別の補助圧迫パッ
ド２４０をさらに含み得る。
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　補助圧迫パッド２４０は、橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０の手首Ｈ
についての接触面に着脱可能に結合されるように構成され得る。これらの補助圧迫パッド
２４０は、橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０の手首Ｈについての接触面
に結合されて実質的に手首Ｈの橈骨Ｈ１部位および尺骨Ｈ２部位を圧迫するように構成さ
れ、橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０と同様に革やシリコーンのような
軟性材質で形成され得る。
【００５１】
　これらの補助圧迫パッド２４０を橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０に
結合するか、または除去することにより、圧迫パッド２００の厚さを調節できる。すなわ
ち、補助圧迫パッド２４０を橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０に結合す
ることになると、全体的に圧迫パッド２００の厚さが厚くなり、補助圧迫パッド２４０を
橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０から除去すると、全体的に圧迫パッド
２００の厚さが薄くなる。
【００５２】
　このように補助圧迫パッド２４０を用いて圧迫パッド２００の全体的な厚さを調節でき
、これにより、使用者は、自分の身体条件や環境条件などに応じて適切な厚さで圧迫パッ
ド２００の厚さを調節できる。
【００５３】
　このとき、橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０の手首Ｈについての接触
面には、結合溝２１１、２２１が形成され得、補助圧迫パッド２４０の一面には、結合溝
２１１、２２１に挿入結合できる結合突起２４１が形成され、結合溝２１１、２２１と結
合突起２４１の結合を通じて補助圧迫パッド２４０が橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧
迫パッド２２０に着脱可能に結合されるように構成し得る。
【００５４】
　また、補助圧迫パッド２４０が結合される結合位置についての調節を通じて、実質的に
橈骨部位および尺骨部位を圧迫する部位についての位置を調節できる。このために、結合
溝２１１、２２１は、橈骨圧迫パッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０に長さ方向に沿
って複数形成され得る。
【００５５】
　すなわち、図７に示したように、補助圧迫パッド２４０の結合突起２４１を橈骨圧迫パ
ッド２１０および尺骨圧迫パッド２２０の複数の結合溝２１１、２２１のうち、いずれか
１つに選択的に結合することにより、補助圧迫パッド２４０の結合位置を調節でき、この
ような構造によって、補助圧迫パッド２４０を通じた手首Ｈの圧迫位置を便利に調節でき
る。
【００５６】
　以上の説明は、本発明の技術思想を例示的に説明したものに過ぎないものであって、本
発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な特性から逸脱
しない範囲で様々な修正および変形が可能であろう。したがって、本発明に開示された実
施例は、本発明の技術思想を限定するためのものではなく、説明するためのものであり、
これらの実施例によって本発明の技術思想の範囲が限定されるものではない。本発明の保
護範囲は、以下の請求範囲によって解釈されるべきであり、これと同等の範囲内にあるす
べての技術思想は、本発明の権利範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
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